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度

することで、市民の平

方

和意
02-01 識の醸

針

成を図る。また、平和

)

への意識の普及啓発を

１

行い、次世代へ引き継

　

いでいくための取り組

施

みに努める。
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期総合計画における方向性

２　施策の成果指標と実績

No 成果指標 単位 27年度実績 28年度実績 29年度実績

人から差別や嫌がらせを受けたと感じたこと
1 ％ 17. 1 14. 1 17. 1

がある市民の割合

平和について考えたことのある市民の割合
2 ％ 83. 5 76. 3 80. 2

社会全体で見て男女は平等になっていると考
3 ％ 26. 5 29. 0 28. 1

える市民の割合

4

5

３　施策内事務事業数と施策のコスト

項目 単位 27年度実績 28年度実績 29年度実績

本施策を構成する事務事業数 本 9 12 13

トータルコスト 千円 39,113 55,869 41,055

　　　　　　　　　　　　事業費（内書き） 千円 20,071 27,352 21,802

　　　　　　　　　　　　人件費（内書き） 千円 19,042 28,517 19,253

１　施策の概要（第4次長期総合計画（後期：28年度～32年度）に掲げる事項）

基本事業名（4～5） 第4次長



戦争体験
ている世代が極めて少なくなってい

４

る。いかにして、戦争

　

を伝え、平和の尊さや
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戦争の悲惨さを次世代
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じて意識の醸成を図れるよう、情報提供に積極的に取り組んで

いく。

・男女共同参画については、男女共同参画社会の形成の促進についての基本的な計画である第3次男女平等推進プランに基づい

た取り組みを着実に推進していく。

６　31年度の施策の位置づけ 重点施策以外

４　基本事業について（4～5）

現状と課題 31年度に向けた方向性

4

5

５　31年度に向けた施策方針

・平和と人権に関する施策は、市民の方に多くの媒体や場所を通


